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国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
が
始
ま
り
ま
す

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
て
納

付
い
た
だ
い
て
い
た
国
民
健
康
保
険

税
の
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
が
、

10
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
。
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
る
の
は
次
の
５
つ
の
条

件
全
て
に
当
て
は
ま
る
世
帯
の
世
帯

主
の
方
で
す
。

特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収

(

口
座
振
替)

へ
の
変
更
が

可
能
で
す

　

本
年
10
月
よ
り
特
別
徴
収
（
年
金

天
引
き
）
に
て
国
民
健
康
保
険
税
を

お
支
払
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ
て
い

る
方
の
う
ち
、
次
の
条
件
を
満
た
す

方
は
、
お
申
し
出
に
よ
り
、
特
別
徴

収
を
中
止
し
保
険
税
を
普
通
徴
収

（
口
座
振
替
）
に
よ
り
お
支
払
い
た

だ
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

・
こ
れ
ま
で
、
保
険
税
を
滞
納
す
る

　

こ
と
な
く
納
め
て
い
た
だ
い
て
い

　

る
方

・
こ
れ
か
ら
の
保
険
税
を
口
座
振
替

　

に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
け
る
方

　

10
月
か
ら
の
特
別
徴
収
の
中
止
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
金
融
機

関
の
窓
口
に
て
口
座
振
替
の
手
続
き

を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
『
口

座
振
替
依
頼
書
の
「
納
入
者
控
」
』
、

「
被
保
険
者
証
」
と
印
鑑
を
お
持
ち

い
た
だ
き
、
８
月
15
日

（金）
ま
で
に
福

祉
課
の
窓
口
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

８
月
15
日

（金）
ま
で
に
お
申
し
出
い

た
だ
い
た
場
合
、
８
月
か
ら
口
座
振

替
に
よ
り
納
付
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
８
月
下
旬
頃
に
送
付
い
た

し
ま
す
国
民
健
康
保
険
税
の
本
算
定

通
知
書
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

※
福
祉
課
の
窓
口
に
お
申
し
出
い
た

だ
い
た
後
、
速
や
か
に
10
月
分
の
年

金
か
ら
の
お
支
払
を
中
止
す
る
手
続

き
を
行
い
ま
す
が
、
８
月
15
日

（金）
を

過
ぎ
て
お
申
し
出
い
た
だ
い
た
場
合

は
、
10
月
分
の
中
止
手
続
き
に
間
に

合
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
申
し
出
い
た

だ
く
時
期
に
よ
り
12
月
分
以
降
の
年

金
か
ら
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
下
さ
い
。

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断
・
耐
震
補
強
補
助 
募
集
の
お
知
ら
せ
！

　

6
月
の
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
、

昨
年
の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
記
憶

は
ま
だ
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
地
震
に
よ
る
被
害
な
ど
生
活

へ
の
影
響
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

 

平
成
７
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
の
犠
牲
者
の
多
く
は
建
物
の
倒
壊

に
よ
る
も
の
で
、
特
に
昭
和
56
年
以

前
の
旧
建
築
基
準
で
建
て
ら
れ
た
木

造
住
宅
に
大
き
な
被
害
が
で
ま
し
た
。

 

わ
が
家
の
耐
震
診
断
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
自
分
の
家
の
耐
震
性
を
知

り
、
災
害
に
備
え
を
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
当
町
で
は
木
造
住
宅
の
無
料

耐
震
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

ま
た
昨
年
度
よ
り
診
断
結
果
と
合

わ
せ
て
、
概
算
の
補
強
工
事
に
関
す

る
見
積
も
り
を
情
報
提
供
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
是
非
こ
の
機

会
に
無
料
耐
震
診
断
を
ご
利
用
下
さ

い
。
（
耐
震
診
断
を
受
け
て
も
補
強

工
事
を
必
ず
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
）

▼
申
請
書
の
配
布
場
所　

産
業
開
発
課
窓
口
（
役
場
３
階
）
、

中
央
公
民
館
窓
口
、
あ
い
あ
い
セ
ン

タ
ー
窓
口
、
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
窓

口

▼
募
集
受
付
期
間　

随
時　

▼
受
付
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時

　
　
　
　

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

▼
募
集
件
数　

20
件
（
先
着
順
）

　

申
し
込
み
多
数
の
場
合
、
追
加
募

集
も
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

　

耐
震
診
断
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

対
象
住
宅
に
該
当
す
る
か
確
認
し
て

下
さ
い
。
対
象
で
あ
れ
ば
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
載
し
産
業
開
発
課
へ

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
申
請
者
は
住
宅
の
所
有
者
に
限
り

ま
す
。
賃
貸
住
宅
等
の
場
合
、
入
居

者
全
員
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
住
宅
（
左
記
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
も
の
）

（
１
）
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

完
成
（
着
工
を
含
む
）
し
て
い
る
木

造
住
宅

（
２
）
階
数
が
３
階
建
以
下

（
３
）
木
造
の
在
来
軸
組
工
法
、
伝

統
的
工
法
、
枠
組
壁
工
法
の
住
宅

対
象
外
…
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
、
ツ
ー
・
バ
イ
・
フ
ォ
ー
工

法
、
丸
太
組
工
法
、
プ
レ
ハ
ブ
工
法

　

な
ど
の
住
宅
。

　

診
断
の
結
果
、
「
倒
壊
ま
た
は
大

破
壊
の
危
険
が
あ
る
」
と
判
定
さ
れ

た
住
宅
を
「
一
応
安
全
」
と
い
え
る

数
値
以
上
に
す
る
た
め
の
工
事
（
耐

震
補
強
工
事
）
を
行
う
人
の
う
ち
、

一
定
の
条
件
（
地
区
・
所
得
・
世
帯

構
成
な
ど
）
を
満
た
す
人
に
対
す
る

工
事
費
の
補
助
（
上
限
61
万
円
）
制

度
が
あ
り
ま
す
。
今
年
度
よ
り
一
定

条
件
（
所
得
制
限
）
を
満
た
す
場
合
、

国
か
ら
の
補
助
金
も
さ
ら
に
上
乗
せ

し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

ま
た
平
成
18
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
に
よ
り

所
得
税
の
特
別
控
除
や
固
定
資
産
税

額
の
減
額
措
置
（
一
定
条
件
を
満
た

し
た
場
合
）
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
下
記
連
絡

先
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間 

随
時　

▼
受
付
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時

　
　
　

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

▼
申
請
書
の
配
布
場
所　

川
越
町
役
場　

事
業
部　

産
業
開
発

課
（
３
Ｆ
）
窓
口

▼
募
集
件
数　

６
件
（
申
込
多
数
の

場
合
は
抽
選
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
）

▼
そ
の
他

　

上
記
の
補
助
に
関
し
て
、
工
事
に

着
手
（
契
約
）
す
る
前
に
必
要
な
手

続
き
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
産

業
開
発
課
の
窓
口
ま
で
ご
相
談
下
さ

い
。

 

補
助
対
象
外
の
住
宅
で
耐
震
性
が

心
配
な
方
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
等

お
悩
み
の
方
は
、
三
重
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
、
住
ま
い
安
全
安
心
21
〜

三
重
県
の
住
宅
の
耐
震
化
と
バ
リ
ア

フ
リ
ー
〜
の
中
に
人
材
バ
ン
ク
情
報

の
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
相
談
に
応
じ
て

い
た
だ
け
る
方
の
連
絡
先
等
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　

最
近
、
町
か
ら
依
頼
を
受
け
た
よ

う
な
口
振
り
で
耐
震
診
断
等
の
勧
誘

が
あ
り
ま
す
が
、
町
が
行
う
無
料
耐

震
診
断
は
強
引
に
工
事
を
進
め
た
り
、

営
業
活
動
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
注
意
下
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

（
事
業
に
つ
い
て
）　

産
業
開
発
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
２
０

（
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
）
税
務
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
４

木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

木
造
住
宅
耐
震
補
強
工
事

に
関
す
る
補
助
制
度

■家屋及び耐震改修工事の要件■
①家屋の要件　　　　 …昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
②耐震改修工事の要件…平成18年1月1日から平成27年12月31日
までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修
工事※ただし、1戸あたりの工事費が30万円以上のものに限ります。
■減額期間■
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度から、工事完
了時期に応じて
右表のとおりと
なります。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

あなたの

家

後期高齢者支援金分の税率が決定しました
　平成20年4月から始まりました新しい医療制度「後期高齢者医
療制度」を支えるために、７５歳未満の国保被保険者の方には、
新たに「後期高齢者支援金分」の保険税のご負担をいただいて
おります。「後期高齢者支援金分」の税率が正式に決定いたし
ましたので、お知らせいたします。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う

国
保
税
の
軽
減
に
つ
い
て

・同一世帯の国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満であること
・世帯主が国保被保険者であること
・世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額１８万円以上受給していること
・世帯主の介護保険料が特別徴収（年金天引き）されていること
・世帯主の介護保険料と国保税の合算額が、年金受給額の１/２を超えないこと

※特別徴収対象者に該当する方へは、８月下旬頃に送付いたします国民健
　康保険税の本算定通知書にてご連絡いたしますので、特別な手続きをし
　ていただく必要はありません。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担

が
増
え
る
こ
と
を
考
慮
し
て
次
の

よ
う
な
軽
減
の
措
置
を
講
じ
て
お

り
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
を
受

け
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て
、
軽
減

判
定
の
際
に
、
国
民
健
康
保
険
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
へ
の
移
行
に
よ
り
、

世
帯
の
国
保
被
保
険
者

が
減
少
し
て
も
、
５
年

間
、
従
前
と
同
様
の
軽

減
措
置
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
ま

す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
創
設
時
の
後
期
高
齢

者
ま
た
は
制
度
創
設
後

に
75
歳
に
到
達
す
る
者

が
国
民
健
康
保
険
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ

り
単
身
世
帯
と
な
る
者

に
つ
い
て
は
、
５
年
間
、

世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る

保
険
税
（
平
等
割
額
）

を
半
額
に
し
ま
す
。

③
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
創
設
時
の
後
期
高

齢
者
ま
た
は

制
度
創
設
後

に
75
歳
に
到

達
す
る
者
が
、

被
用
者
保
険

か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
被
保
険
者
の
被
扶

養
者
か
ら
国
保
被
保
険
者
と
な
っ

た
者
に
つ
い
て
、
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
期
間
に
保
険

税
を
賦
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
国
保
被
保
険
者
と
な

っ
た
こ
と
で
国
民
健
康
保
険
税
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
当

該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い

て
、
２
年
間
、
次
の
よ
う
な
軽
減

を
行
い
ま
す
。

・
所
得
割
額
及
び
資
産
割
額
に
つ

　

い
て
は
、
所
得
、
資
産
の
状
況

　

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
免
除

　

す
る
。

・
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に

　

係
る
均
等
割
額
を
半
額
と
す
る
。

・
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
の

　

み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
つ
い

　

て
は
、
平
等
割
額
を
半
額
と
す

　

る
。

問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課

　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

（
http:/w

w
w

.sum
ai-m

ie.jp/21/）

■減額の範囲■
1戸当たり120㎡相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
■減額を受けるための手続き■
申請には、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書　
を添付し、改修後３ヶ月以内に町へ申告していただく必要があり
ます。（※）証明書の発行主体…産業開発課・建築士・指定住宅性能評価
機関・指定確認検査機関
■問い合わせ先■　税務課　℡３６６・７１１４

住宅の耐震改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額
される制度をご存知ですか？

（※）

便
乗
商
法
・
点
検
商
法
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

所得割額 資産割額
均等割額

（被保険者１人
につき）

平等割額
（一世帯につき）

1.40％ 7.15％ 8,700円 6,600円

平成18年1月1日～平成21年12月31日
平成22年1月1日～平成24年12月31日
平成25年1月1日～平成27年12月31日

工事完了時期
3年間
2年間
1年間

減額期間


